
杉並区
危機管理室防災課

要配慮者利用施設における
避難確保計画作成に関する説明会
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１．法改正の概要



１－１ 風水害による被害の頻発
H29年7月九州北部豪雨

大分県日田市小野地区 斜面崩壊

H27年9月関東・東北豪雨

茨城県常総市 鬼怒川破堤

H21年7月中国・九州北部豪雨

山口県防府市 土砂災害

H21年7月中国・九州北部豪雨

山口県防府市 土砂災害

写真：九州地方整備局 写真：国土交通省

写真：中国地方整備局 写真：国土交通省



１－１ 被害の甚大化



１－２ 法改正の背景

①日本各地で豪雨による河川の決壊や、逃げ遅れに
よる多数の死者や経済損失の発生。

②全国各地で頻発・激甚化する豪雨に対応するため、
ハード及びソフト対策を一体として、社会全体で水害
に備える水防意識社会の再構築への取組が必要。

「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実
現し、同様の被害を繰り返さないための対策として、
平成２９年６月に水防法及び土砂災害防止法が改
正された。



１－３ 法改正の趣旨
○要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の義務化

・水防法及び土砂災害防止法の改正（平成29年6月）により、洪水による浸水が想定される
区域や土砂災害(特別)警戒区域内で地域防災計画で定められた要配慮者利用施設につ
いて、避難確保計画の作成・訓練の実施が義務化されました。

・計画を作成しない場合には、区からの指示、それに従わない場合にはその旨が公表され
る場合があります。避難確保計画の区への報告も法定義務となります。



１－４ 浸水想定（予想）区域とは

「浸水想定区域」とは、河川の氾濫による浸水が想定
される区域及び浸水深を指し、「浸水予想区域」とは、
河川の氾濫及び下水道の溢水により浸水が想定さ
れる区域及び浸水深を指します。

（杉並区わが家水害ハザードマップ）

水害ハザードマップで色のついて
いる箇所が浸水が予想される区域
です。（区では浸水予想区域を採
用しています。）

説明会の通知と一緒に送付してお
りますので、ご確認ください。

★【区公式HPからでも確認できます】★
区公式HPから「水害ハザードマップ」で検索して
ください。



１－５ 土砂災害（特別）警戒区域とは

「土砂災害（特別）警戒区域」とは、土砂災害が発生し
た場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる
おそれがあると認められる区域のことを指します。

★【区公式HPからでも確認できます】★
区公式HPから「土砂災害ハザードマップ」で検索してください。

★区内の土砂災害（特別）警戒区域一覧★

区域指定箇所

高井戸東１丁目１６・１７番及び
高井戸東２丁目２２・２３番の一部

高井戸東１丁目１２・１６番の一部

堀ノ内１丁目９番の一部 和泉４丁目１８番の一部

和泉４丁目３９・４０番の一部 久我山２丁目１６．・１８番の一部

久我山２丁目１６番の一部



１－６ 要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、下記表のとおり、社会福祉施設、学校、医
療施設、その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施
設を指します。



１－６ 区内の対象施設

①浸水予想区域内にある要配慮者利用施設

２５１施設

②土砂災害（特別）区域内にある要配慮者利用施設

１施設

※施設の新設・閉設等により対象施設数につい
ては、変動します。

令和３年６月現在



２．水害対策における基礎知識



区内には浸水害や土砂災害に備え、２３箇所を避難所として指定しています。

※荻窪地域区民ｾﾝﾀｰ（荻窪2-34-20） ※杉並会館（上荻3-29-5）

杉並第二小学校（成田西3-4-1） 和田小学校（和田2-30-21）

杉並第一小学校（阿佐谷北1-5-27） 杉並第三小学校（高円寺南1-15-13）

東田小学校（成田東1-21-1） 桃井第三小学校（西荻北2-10-7）

四宮小学校（上井草2-12-26） 荻窪小学校（宮前2-13-18）

高井戸小学校（高井戸西2-2-1） 堀之内小学校（堀ノ内3-24-11）

永福小学校（永福2-16-33） 阿佐ヶ谷中学校（阿佐谷南1-17-3）

中瀬中学校（下井草4-3-29） 荻窪中学校（善福寺1-8-3）

松ノ木中学校（松ノ木1-4-1） 泉南中学校（堀ノ内1-3-1）

高井戸第三小学校(下高井戸4-16-24)

※荻窪地域区民センター及び杉並会館については優先的に開設し、その他の
避難所については、降雨状況や浸水状況等により開設します。

【水害時の避難所】



※大宮中学校（堀ノ内1-16-38） 久我山会館（久我山3-23-20）

高井戸東小学校（高井戸東1-12-1） 方南小学校（方南1-52-14）

【土砂災害時の避難所】

土砂災害時の避難所については、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情
報等の情報に基づき開設をします。開設状況については、区公式HPに掲載を
します。

※大宮中学校については、水害時及び土砂災害時に開設する避難所となり
ます。



避難所へ避難をする際は、必ず避難する前に避難所の開設状
況を確認してください。区公式ホームページや区役所に連絡をす
ることで、避難所の開設状況を確認できます。また、避難所に必
ず避難をしなければならないということではありません。

施設内に上階がある場合は、上階に避難する「屋内安全確保
（垂直避難）」も避難行動の一つです。避難所への避難がかえっ
て危険な場合は、屋内安全確保（垂直避難）により身の安全を確
保してください。（建物の被災もあるので、避難所の指定は必要）

【注意点】
地震時の避難所（震災救援所）と水害時の避難所は重複する箇
所もありますが、同一ではありません。避難所の指定の際は必
ず水害時の避難所を指定してください。



大雨・洪水に関する気象情報等

危
険
度

高

警報・注意報
の種類

発表基準

大雨特別警報
大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大
きいと予想したとき。

記録的短時間
大雨情報

大雨警報発表中に、数年に一度程度しか発生しな
いような短時間の大雨を観測、解析したとき。

大雨警報

洪水警報

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると
予想したとき。

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な
災害が発生するおそれがあると予想したとき

大雨注意報

洪水注意報

大雨による災害発生するおそれがあると予想したと
き。

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が
発生するおそれがあると予想したとき。



（神田川・善福寺川・妙正寺川）氾濫危険情報



２－５．避難情報と警戒レベル

区が発表する避難情報には「避難準備・高齢者等避難開始」・「避難勧
告」・「避難指示（緊急）」の３種類があります。

要配慮者利用施設では、自力避難が困難な利用者も多く、避難に時間を
要することから、「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、避難
を開始することが必要となります。

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保



気象情報 河川の情報 避難情報

大雨特別警報
（浸水害）

氾濫発生情報
【警戒レベル５】
緊急安全確保

土砂災害警戒
情報
大雨・洪水
警報

氾濫危険情報

【警戒レベル４】
避難指示

【警戒レベル３】
高齢者等避難

危
険
度

高

低



３．避難確保計画の作成について



水害ハザードマップで貴施設の水害リスクを把

握したうえで避難確保計画を作成してください。

の部分を記載することで、標準的な計画書が

作成できるように、区の方でひな形を作成しました。

計画作成後は、計画書の内容を施設職員に周

知し、共有することが重要となりますので、各施設

にてご対応をよろしくお願いいたします。

３－０．計画の作成にあたって



３－０．水害リスクの把握
□水害リスクの確認

水害ハザードマップを確認し、自分
の施設の浸水深を確認してみてくだ
さい。

最寄りの避難所や、自分の施設周
辺の浸水深を確認しておくことも、避
難の際には重要な情報となります。

（杉並区わが家の水害ハザードマップより抜粋）



３－１．【様式１】計画の目的・報告・適用範囲

③施設の利用者数及び施
設職員数を記載してくださ
い。記載する表について
は、施設状況に応じて加
工していただいて結構で
す。

①計画の目的を記入
（区で記載済）

②計画作成後、防災課
にご提出ください。



３－１．【様式１】計画の目的・報告・適用範囲（地下鉄）

③地下鉄については、利用
者数の記載は不要です。
施設職員のみの記載となり
ます。（利用者が不特定の
ため）

なお、利用者数が曜日時
間帯によって変動する場合
は、曜日や時間帯ごとの施
設職員数を記載してくださ
い。（必要に応じて表を加
工してください。）



３－２．【様式２】防災体制の確立

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

以下のいずれかに該当する場合

 ○○

 ○○

体制確立の判断時期

以下のいずれかに該当する場合

 ○○

 ○○

以下のいずれかに該当する場合

 ○○

 ○○

・・・・・・

対応要員活動内容体 制

・・・・・・

・・・・・・

注
意
体
制
確
立

警
戒
体
制
確
立

非
常
体
制
確
立

いつ行動するか 何を・誰が行うか



３－２．【様式２】防災体制の確立

体制確立の判断時期、活動内容、
対応要員については、防災課で
例示を記載をしました。
内容を確認いただき、追記があ
れば「（）」内に記載してください。

氾濫危険情報の対象河川につい
ては、各施設で施設に一番近い
河川のみ記載してください。

個人名は記載しないでください。



約 分・
時間

約 分・時
間

約 分・時
間

施設
避難所等

避難にかかる時間

①避難準備にかかる時間 ②避難所等までの移動時間

普段の
生活

③避難にかかる時間
（①＋②の合計時間）

避難準備開始
移動開始

３－２．【様式２】参考資料
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３－２．補足：屋内安全確保(垂直避難)について

水害時の避難については、必ずしも避難所へ
避難しなければならないわけではありません。

避難所への避難がかえって危険となる場合や
避難所へ避難する時間が無い場合は、施設の
上階などに避難する、「屋内安全確保（垂直避
難）」によって身の安全を確保してください。

施設内に上階が無い場合は、気象情報等をも
とに早めに避難所への避難を開始してください。



３－３．【様式３】情報収集・伝達
様式２で決定した防災体制確立の判断を行うために、収集する情報内容、収集方法

を施設内の情報伝達経路を決定してください。

防災課であらかじめ
記載しています。
他にも各施設で情報
収集に使用している
ものがあれば追記し
てください。

施設管理者及び
施設においては、
「杉並区防災・防
犯情報メール」に
必ず登録してく
ださい。

必須



３－３．【様式３】情報収集・伝達

防災課であらかじめ記載しています。
各施設ごとに指定した避難先及び追記事項があれ
ば記載してください。



検討時のポイント！

■ 「何の情報を」 「誰から誰に」、「どのような方法で」伝達するのかを決めましょう。

情報伝達系統の例と大切な心構え

総括・情報班
（管理者）

施設長

避難誘導班

関係施設 等

電話、メール、
口頭（施設内）

・気象情報
・河川水位情報
・土砂災害警戒情報
・避難勧告等の情報
・避難所の開設状況 等

【心構え】情報が来るのを待つのではなく自ら収集
することを心がけましょう

区からの連絡、防災行政無線、緊急
速報メール等の

プッシュ通知型の防災情報

誰から誰に

何の情報を どのような
方法で

事前に収集情報や、伝達先を定めておくことで、円滑に共有することができます。

３－３．【様式３】参考資料



３－４．【様式４】浸水防止活動（地下鉄）

浸水防止用設備（止水板、土の
う等）の設置基準に該当するも
のにチェックをしてください。

浸水防止用資機材の保管場所
を記載してください。



３－４．【様式４】屋外への避難経路（地下鉄）

施設平面図等を活用し、屋外への避
難経路、誘導員の配置場所、浸水防
止設備の設置場所・保管場所等を記
載してください。

参考



３－４．【様式４】避難誘導
施設に上階があれば「屋内安全確保（垂直避難）」する部屋名をご記載ください。

また、浸水状況や避難所の開設状況を考慮し、複数の避難所を指定してください。

（ ）内に施設名と住所
を記載してください。

具体的な部屋名を記載。 原則徒歩避難となります。

必ずしも避難所へ避難しなければならないわけではありません。

避難所への避難がかえって危険な場合は、屋内安全確保（垂直避難）

を実施し、安全を確保してください。

また、避難所への避難を実施する際は、開設状況を必ずご確認ください。



３－４．【様式４】避難所への避難経路

■避難所までの避難経路図を作成
して ください。

■施設の方々が、以下を共有するこ
とが大切です。

○避難先と避難経路がどこか。

○避難経路上で気をつけておきた

いことはないか。（浸水が予想され

る場所を通っていないか等）

避難経路の作図については、「すぎナビ」を使用することで、簡単に作成

することができます。すぎナビでの作図方法は次頁以降に記載します。



３－４．【様式４】参考資料（すぎナビでの作図）

区公式HPの下方にある
「すぎナビ」をクリック。

「防災」をクリック

①

②



３－４．【様式４】参考資料（すぎナビでの作図）
③ ④

「わが家のハザードマッ
プ」をクリック

右上にある「描く」をクリック



３－４．【様式４】参考資料（すぎナビでの作図）
⑤

「線」をクリックし、地図上を２点クリッ
クすると線を引くことができます。
（透過度）を０にすると線がはっきり
見えます。線の太さも調整できます。
線を引き終わったら、「入力図形を
確定」クリックしてください。

作図後は、「印刷」をクリック
すると、紙や電子データで打
ち出すことができます。



①既に施設で整備されているものをチェック。（水

害時に使用できる状態か確認も必要）

②避難所等での避難生活時に必要なもの（水、

食料、利用者等の事情に沿った備蓄品）を確認

③不足物品等については、計画的に備蓄いただ

きますよう、ご協力をお願いいたします。

＜屋内安全確保（垂直避難）時の対応について＞
必要な物資の備蓄や、災害対策本部・消防機関
等との連絡体制の確保、カルテのバックアップ、最
低限必要となる照明や医療機器のための自家発
電設備等の準備を整えておくなど、屋内安全確保
（垂直避難）に必要な資機材の整備をお願いしま
す。
浸水時における漏電により、停電することもありま
す。その際の対策も考えておきましょう。

作成時のポイント！

３－５．【様式５】避難確保のための施設の整備



３－６．【様式６】自衛水防組織に関する事項
（地下鉄は様式10）※組織設置施設のみ対象

各施設において自衛水防組織を設
置する場合は、次頁以降の「活動
要領」及び「別表１・２」を作成のう
え、区に提出してください。



➀施設名を変更する

②班構成を修正する

作成の手順

①施設名に変更する

②班構成を修正する

３－６．【別添】自衛水防組織活動要領

※組織設置施設のみ対象



【別表１】 様式12を活用する

【別表２】 様式５を活用する

作成の手順

３－６．【別表１・２】自衛水防組織の編成と任務
※組織設置施設のみ対象

【様式１２（地下鉄は９）「防災体制一
覧表】を活用する

※個人名ではなく、役職や組織名を
記載してください。

【様式５ 避難の確保を図るための施設の
整備】を活用する



○訓練内容と実施月を記入する。

①施設職員と施設利用者の防災教
育の日程を決める。

②防災訓練の実施日は、出水期前
に設定する。（６月まで）

③訓練結果を踏まえ、計画の見直し
時期を決める。

※訓練項目等については、自由に変
更していただいて構いません。

作成の手順

３－７．【様式７】教育及び訓練の年間計画
（地下鉄は様式６）

※様式は問いませんが、訓練の実施

結果については、年１回、毎年ご報

告していただきます。



➀施設利用者の氏名、年齢、住所を記入する。

②施設利用者の緊急連絡先となる情報（氏名、続柄、電話番号、住所）を記入する。

作成の手順

＜留意事項＞

• 施設利用者の連絡先等の情報は、定期的に確認・更新することが必要です。

• 施設利用者の保護者や家族への緊急時の連絡先や緊急搬送先を整理しておく

ことが有効です。

３－８．【様式８】施設利用者緊急連絡先一覧表
※区への提出は不要です。

※施設で既に作成している場合はそちらを
ご活用ください。



３－９．【様式９】緊急連絡網（地下鉄は様式７）
※区への提出は不要です。

＜留意事項＞
• 連絡が途切れた場合にも連絡
が繋がるような連絡網と運用
ルールが重要です。 （例：連絡
がつかない場合は一旦次の人
に連絡し、同じ人が後から確
認する等のルール化）

• 連絡先は定期的な更新が必
要です。

①管理者から施設職員を含め
た施設関係者の緊急連絡網
を作成する。

②施設利用者の保護者や家族
への緊急連絡体制を作成す
る。（地下鉄は不要）連絡網
を作成できない場合は、施
設から直接連絡する形とな
る。

作成の手順

※施設で既に作成している場合はそちらを
ご活用ください。



連絡先 電話番号

杉並区（防災担当）
防災課

０３－３３１２－２１１１
内線○○○○

杉並区（福祉担当）
担当所管課

０３－３３１２－２１１１
内線○○○○

杉並区（土のう等）
杉並土木事務所

０３－３３１５－４１７８

消防署
119

（管轄の消防署を確認して下さい）

警察署
110

（管轄の警察署を確認して下さい）

支援者 ※いる場合は記載

医療機関 ※最寄りの医療機関

ライフライン機関 （東京ガス、東京電力等の番号）

※施設の提携機関等を適
宜追加して下さい

３－１０．【様式１０】外部機関等への連絡先一覧表
※区への提出は不要です。 （地下鉄は様式８）

参考



作成のポイント！

①要配慮者の特性を踏まえた

移動手段を整理する。

②誰が対応するかを決定する。

③移動に必要な時間を考える。

施設利用者 避難誘導要員

対
応
内
容

避難場所へ移動
□単独歩行が可能な方
□介助が必要な方
□車いすを使用する方
□ｽﾄﾚｯﾁｬｰや担架が必要な方
□そのほか（ ）

（ ）名
（ ）名
（ ）名
（ ）名
（ ）名

担 当 者
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

そのほかの対応
□ご自宅に帰宅する方
□病院に搬送する方
□そのほか（ ）

（ ）名
（ ）名
（ ）名

（ ）
（ ）
（ ）

＜留意事項：移動手段等について＞

• 移送時に搬送車の手配が必要な場合、夜
間や大雨等の状況も念頭に、必要台数が
手配できるか事前確認が必要です。

• 避難誘導にあたっては、独歩、護送（車い
す）、担送（寝たきり）など、利用者の移動
能力に応じて、搬送具や患者用ライフジャ
ケット等の資器材の活用を含めた検討が
必要です。

• 浸水によりエレベーターが停止すると自力
移動困難者の移動に時間がより必要とな
ることを念頭に、早めの避難準備開始が有
効です。

３－１１．【様式１１】対応別避難誘導方法一覧
※区への提出は不要です。

集計結果をまとめると全体を把握できます。



①各要員の役割に適した担当者を決める。

②各要員の対応内容を決める。

作成の手順

３－１２．【様式１２】防災体制一覧表
※区への提出は不要です。 （地下鉄は様式９）

※要員種別や、役割等については、適宜追
記してください。



４．気象情報等の入手方法について



４－１ 杉並区「防災・防犯情報メール」

避難や災害に関する情報収集の手段として「防災・防犯情報
メール」があります。区内の防災行政無線から放送された内容を
メールで確認することができるほか、避難情報や防災気象情報、
河川の水位情報等が確認できます。
災害時においては情報収集が非常に重要とされ、気象情報や
避難勧告等の情報がいち早く入手できますので、各施設及び施
設管理者におかれましては必ず登録をお願いします。

必須



４－２ 電話応答サービス

防災行政無線で流れた情報は、電話でも確認するこ

とができます。



４－３ 防災地図アプリ「すぎナビ」

防災地図アプリ 「すぎナビ」は避難所の開設状況や安
全な避難経路等、災害時の有用な情報を入手できるス
マートフォン向けの地図アプリです。被害状況の投稿も
でき、区との情報共有を図る目的で災害時においても
活用するものです。アプリのダウンロードにご協力くださ
い。施設管理者のみではなく、職員にもダウンロードい
ただくことを推奨いたします。

【iOS】 【Android】



４－３ 杉並区の気象情報
区公式HPもしくは「杉並区気象情報」で検索すると、下記のように杉並区の気

象情報が確認できます。雨の短時間予測、気象情報の発表状況、河川カメラ
の映像等が確認できます。



まとめ
要配慮者利用施設の管理者は、
◎事前の備え
ハザードマップ等を通じて施設の水害リスクを把握し、
①避難確保計画の作成
②計画に基づく訓練の実施

◎災害時の避難
台風等の大雨の際には、情報を収集し、「気象情報」、「河川情報」
「避難情報」に注意し、
③「避難準備・高齢者等避難開始」の発令で速やかに避難を開始
する。（垂直避難含む）

「逃げ遅れによる人命の喪失を防ぐことが最大の目的です。」
ご協力をよろしくお願いいたします。


